
平成 28 年度 事業計画 
 

公１ 地震工学および地震防災に関する学術・技術・教育の振興と普及 
 

公益社団法人日本地震工学会 
 
 日本地震工学会は、2001 年 1 月 1 日に任意団体として創立された当初から、地震工学に関する

分野横断的な調査・研究の推進、地震災害軽減のための国際的活動の展開、地震防災に関する提

言・知識の普及および防災教育等の社会的活動、の３つの柱で活動を行ってきた。2010 年 2 月 4
日に任意団体から一般社団法人に移行し、これらの活動の更なる充実を図ってきた。そして、創

立から 12 年経った 2013 年 5 月 1 日には、公益社団法人として新たなスタートを切った。定款に

は、「この法人は、地震工学および地震防災に関する学術・技術・教育の進歩発展をはかり、地震

災害の軽減に貢献する事業を行い、もって社会の発展に寄与することを目的する。」とあり、創立

当初からのぶれない柱が脈々と受け継がれている。 
 本年度は公益社団法人に移行して４年目となるため、公益法人としての円滑な運営を今後も着

実に行っていくとともに、公益事業を推進する。研究委員会活動の推進や研究発表機会の充実と

いった学術的発展、他学会ならびに産官学、防災関連団体、報道機関といった社会との連携、講

演会やマスコミなどを通じた社会への情報発信等に取り組む。地震工学の専門家集団として社会

に地震災害の実態と対策を伝え、地震災害の軽減に向けて上記の取り組みを積極的に行うために、

以下に示す１〜８の事業を実施する。 
 
 １．調査研究とその振興 
 ２．研究発表会の開催 
 ３．会報と論文集および研究成果等の発行 
 ４．文献・資料の収集および活用 
 ５．講演会・講習会・展覧会・見学会等の開催による普及活動 
 ６．国内外との学術・技術・教育の交流 
 ７．業績の表彰（表彰・顕彰事業） 
 ８．日本地震工学会機構運営に関する所管事業 
 
以降に各項目の詳細を示す。 
  



１．調査研究とその振興 

 

（１）目的と概要 

 地震工学分野の調査・研究を進展させ、成果を広く国内外に還元して社会の地震防災力向上

に貢献するため、各種の調査研究委員会を設ける。その振興、統括は研究統括委員会が行う。

また、必要に応じて、研究統括委員会とは別に会長直轄の委員会である「会長特別委員会」を

設ける。 
（２）平成 28年度調査研究委員会等活動計画 

 平成 28 年度は次の７つの調査研究委員会の活動を実施する。また、本会の目的に合致した

新規提案が行われた際には、研究統括委員会での審議を経て調査研究委員会を組織し、調査研

究活動を実施する。 
１）強震動評価のための表層地盤モデル化手法研究委員会 

（委員長：東 貞成、設置期間：2014 年 4 月〜2017 年 3 月） 
 既往研究の整理や現地観測等に基づき、様々な手法による表層地質・地盤のモデル化手

法を比較検討して実用的な表層地盤のモデル化手法の提案を目指した活動を行う。表層地

盤のモデル化方法に関する講習会を企画・実施する。2016 年１月に実施した合同観測結果

を事例研究として報告する。日本における研究を国際シンポジウムにて発表する。 
２）システム性能を考慮した産業施設諸機能の耐震性評価研究委員会（PHASEⅡ） 

（委員長：高田 一、設置期間：2014 年 4 月〜2017 年 3 月） 
 地震時復旧曲線ならびに対策の優先順位の評価方法の開発、利用促進のための活動を行

う。今年度（2016 年度）は、調査／研究の深化と研究成果の公開方法や報告会に向けての

取りまとめを行う。 
３）断層問題に関する理工学合同委員会（日本地震工学会、地盤工学会、応用地質学会） 

（委員長：堀 宗朗、設置期間：2014 年 6 月〜2017 年 3 月） 
 理工学分野の研究者・技術者が、断層問題について提言や刊行物等を協力して作成する。

成書『断層の科学』を出版し、3 学会における大会・研究集会において関連セッションを開

催する。 
４）各種構造物の津波荷重の体系化に関する研究委員会 

（委員長：有川太郎、設置期間：2015 年 4 月〜2018 年 3 月） 
 構造物に作用する様々な津波荷重の評価手法に関して、東日本大震災を受けて実施され

た実験や数値計算による知見を整理し体系化することを目的とした次の活動を行う。遡上

解析における構造物影響の取り込み方を複数比較して、波圧評価における設計浸水深の設

定方法、および、波圧評価に用いられる遡上解析における課題を整理する。津波によるフ

ラジリティ評価方法について議論する。段波波圧の評価方法について議論する。 
５）原子力発電所の地震安全の基本原則に関わる研究委員会 

（委員長：高田毅士、設置期間：2016 年 4 月〜2018 年 3 月） 
 地震安全に関わる広範な分野の密接な連携の下、多様で深い議論を通して、地震安全に

関わる基本原則を明らかにし、それを共有化した上で原子力発電所の安全確保の実践の研

究を行う。 
６）津波等の突発大災害からの避難における諸課題に対する工学的検討手法およびその活用に

関する研究委員会 
（委員長：甲斐芳郎、設置期間：2016 年 4 月〜2018 年 3 月） 
津波避難の実態調査、避難シミュレーション、避難対策などの専門分野にかかわる研究者



を総合し、これらを横断する形で避難に対する工学的で合理的な検討を行い、その検討結

果の実社会での活用を促す。 
７）【会長特別】地域の災害レジリエンスの評価指標開発と政策シミュレーション研究委員会 

（委員長：目黒公郎、設置期間：2015 年 4 月〜2017 年 3 月） 
 地域の防災力／レジリエンス力に関する評価手法を確立するとともに、リスク・コント

ロールの制度設計や地域レジリエンス政策モデルのあり方を示すことを目的とした次の研

究を行う。①評価手法の開発：前年度に開発した評価項目の高度化を図る。②事例研究：

自治体ニーズの把握、実務を踏まえた評価項目の改良を行う。③事業モデル研究：公主導、

民間主導など事業モデルの検討を行う。④政策研究：本評価手法を社会に適用した際のイ

ンパクト評価を行う。⑤成果物の取りまとめと対外情報発信。 
（３）講演会・講習会等の開催による社会への普及啓発 

 地震工学や地震防災等に関わっている研究者・技術者・官公庁職員およびこの分野を目指し

ている学生等を対象とした学術的なセミナー、ワークショップ、講演会・講習会等を実施する。 
（４）地震災害対応活動 

 国内外での地震災害発生時には地震情報を収集し、必要に応じて調査団を派遣し、調査結果

を社会に発信する。 
 
 
２．研究発表会の開催（担当：大会実行委員会） 

 
 地震工学に関連する横断的な幅広い研究課題について発表し、討論を深めるために、年次大

会を開催する。この大会では一般発表、オーガナイズドセッションの他に、地震工学技術フェ

アを開催し、一般市民の方にも最新の地震防災に関する技術展示を公開する。また、日本に滞

在中の留学生、研究者向けの英語による発表、論文投稿の場を設けると同時に、日本人学生、

研究者に英語による論文発表の場としても活用できる国際セッションも設ける。さらに、「優

秀発表賞」を設け、若手研究者の優れた論文発表者を表彰する。今年度の年次大会は９月に高

知工科大学永国寺キャンパスで実施する。 
 
 
 
３．会報と論文集および研究成果等の発行 

 
 地震工学および地震防災の分野における最新情報などを発信するため日本地震工学会誌およ

び JAEE Newsletter を発行する。また、これらの分野の発展に資する最新の研究成果を公開・

共有するため、日本地震工学論文集や研究成果報告書等を発行する。 
 
（１）日本地震工学会誌（会報）（担当：会誌編集委員会） 

 本法人から社会への情報発信機関誌の役割を担うために、地震工学分野における最新情

報や課題テーマを特集記事として掲載した日本地震工学会誌を発行する。 
（２）JAEE Newsletter（担当：情報コミュニケーション委員会） 

 日本地震工学会会員に地震工学およびその周辺の学術や技術等に関する情報提供を行っ

てコミュニケーションを促進させること、および日本地震工学会の活動を広く一般に公表

するため、JAEE Newsletter を発行する。 



（３）日本地震工学論文集（担当：論文集編集委員会） 

 地震工学および地震防災の発展に資する工学・理学・社会学・人文学等の幅広い分野に

ついての最新情報を会員ならびに社会および国際的な場へ提供することを目的とし、日本

地震工学会論文集（定期論文集・英文化論文集）を発行する。 
（４）研究成果報告書（委員会報告書）・地震被害調査報告書等 

 各研究委員会や地震被害調査対応における活動の成果を広く会員や社会に周知すること

を目的に、必要に応じて当該活動に関する報告書を作成・発行する。 
 

 
４．文献・資料の収集および活用 

 
 地震工学および地震防災における貴重な文献や資料等を収集し公開する。収集公開する資料

の活用は次のような形で行う。 
 
（１）関連する研究に関する文献リスト 

 地震による被害データや津波の避難等に関するヒアリングデータなどは各調査研究委員

会で収集され研究に活用されている。これらの情報を各研究委員会の報告書の中で取りま

とめ、会員および社会に公開する。 
（２）地震観測記録（強震記録） 

 地震観測記録は地震工学や地震防災において最も重要かつ基本となる情報である。全国

の各強震観測機関（各電力会社、各民間技術研究所等）から提供を受けた地震観測記録（強

震データ）を実費にて頒布する。なお、一部のデータは（財）震災予防協会の事業を引き

継いだものである。 
 

 
 
５．講演会・講習会・展覧会・見学会等の開催による普及活動 

 
 地震災害軽減のための普及啓発事業として、地震工学や地震防災を専門としない一般の

方々を対象に、地震や津波およびそれらから身を守るための正しい知識を身につけていただく

ための講演会・講習会・展覧会・見学会等の事業を実施する。 
また、地震工学や地震防災に関係する実務者等を対象に、最新の研究成果・技術の普及を目

的として、講演会・講習会・展覧会・見学会等の事業を実施する。 
 
 
６．国内外との学術・技術・教育の交流 

 
 日本地震工学会は、建築分野、土木分野、地盤分野、機械分野（プラント施設等）、海岸工学

分野（津波等）、地震学分野、計画分野（防災計画等）において地震工学や地震防災を専門とし

た研究者・技術者やそれらを学ぶ者から会員が構成されており、関連する分野で開催される地

震工学や地震防災に関連する事業に関して共催・後援・協賛等を行っている。平成 28 年度は以

下の活動を行う。 
 



（１）東日本大震災合同調査報告書作成・普及 

 8 学会合同による東日本大震災合同調査報告書の刊行（日本地震工学会、地盤工学会、土

木学会、日本機械学会、日本建築学会、日本原子力学会、日本地震学会、日本都市計画学

会）に向けた編集委員会に参画する。今年度は編集・普及活動のほか、｢総集編｣（幹事学

会：日本建築学会）のうち、本会の担当箇所の原稿作成を行う。 
（２）地震災害合同調査団の派遣 

 国内外での地震災害発生時には地震情報を収集し、必要に応じて調査団を派遣する。こ

の際、関連学会と被害情報および調査情報を共有し、合同調査団の派遣について協力体制

を構築する。 
（３）共催・後援・協賛事業 

 本会の目的および活動に有益なものについて、各種団体等からの依頼による共催、後援、

協賛依頼に対応し、共に活動を行う。 
（４）他学会との連携 

 研究委員会や地震災害対応等の活動および各種連絡会等を通じて地震工学の関連学会と

の連携を推進する。今年度は昭和南海地震 70 周年のシンポジウムを日本地震学会と共に開

催する。 
（５）IAEE事務局支援委員会 

 IAEE（International Association for Earthquake Engineering、国際地震工学会）の日

本からの代表団体として、IAEE 事務局の活動を支援する。 
（６）国際委員会 

 英文 WEB ページの作成など、日本地震工学会の活動成果等の海外への情報発信と情報交

流等を行う。 
（７）17WCEE誘致活動 

 17WCEE（第 17 回世界地震工学会議：2020 年）を日本に誘致するための計画の策定、

各種資料の準備、IAEE National Delegates との交渉、16WCEE の開催地（チリ・サンチ

アゴ）での誘致活動、パンフレット等の制作等を行う。今年度は 17WCEE 提案書の作成と

立候補、IAEE 総会におけるプレゼンテーションを行う。 
 
 
７．業績の表彰（表彰・顕彰事業） 

 
 地震工学・地震防災分野の発展向上に著しい貢献や研究成果を挙げた者（会員、非会員を問

わない）を対象に、表彰・顕彰を実施する。また、この分野の新たな研究推進と将来の社会貢

献を担う人材の育成を図ることを目的に、若手研究者を対象とした顕彰を実施する。以下に各

賞の目的を示す。 
 
（１）功績賞 

 地震工学および地震防災の進歩・発展に顕著な功績があると認められた者を表彰する。 
（２）功労賞 

 地震工学および地震防災軽減における活動、運営、発展に対する業績があると認められ

た者を表彰する。 
（３）論文賞 

 日本地震工学会論文集に論文を発表し、独創的な業績により地震工学および地震防災に



おける学術・技術の進歩および発展に顕著な貢献をなしたと認められる論文の著者を表彰

する。 
（４）論文奨励賞 

 日本地震工学会論文集に論文を発表した若手研究者（受賞年の 4 月 1 日において満 35 歳

以下）で、その論文が地震工学および地震防災の分野で優れた研究と認められた著者を表

彰する。 
（５）優秀発表賞 

 年次大会に論文を著者として投稿し、優れた発表を行った若手研究者（大会開催年度の 3
月 31 日時点で満 35 歳以下)を表彰する。 

（６）感謝状 

 その年度に於いて特に本会が目的とする地震工学・地震防災分野の発展向上に貢献のあ

った個人や法人に感謝状を贈る。 
 
 
 
８．日本地震工学会機構運営に関する所管事業 

 
 この法人の定款に基づく会務を実施するため、以下の機構運営のための委員会、部会を設置

しその任務を遂行する。 
 
（１）特別委員会 

１）将来構想委員会 
学会活動の活発化を目的に、将来の施策を構想し具体化するための活動を行う。 

（２）総務・会計・会員 

１）総務部会 
 学会の運営を円滑に進めるための活動を行う。 

２）会計部会 
 学会の予算管理を行い、公益目的事業会計と法人会計の会計処理を適正に行うための

活動を行う。 
３）会員部会 

 会員情報管理のほか、スペシャルアドバイザー制度、その他会員に関わる諸施策等に

関する検討を行う。今年度は名誉会員の推挙を行う。 
４）選挙管理委員会 

 役員選挙の管理・運営を行うための活動を行う。今年度は、次期会長候補および次期

監事候補の選挙を行う。 
５）役員候補推薦委員会 

 役員選挙に際し、日本地震工学会の会長および監事としてふさわしい方を正会員の中

から選考し、選挙への出馬依頼と承諾を得る活動を行う。また、役員候補推薦委員会か

ら選挙管理委員会に委員会推薦候補者として届け出を行う。 
（３）広報・情報 

１）広報部会（今年度より新設） 
 当学会の活動や関連分野の調査・研究成果等を目的に応じて効果的に情報発信するた

めの検討を行う。また、会員勧誘に向けた情報発信の検討も会員部会と連携して行う。 



２）情報コミュニケーション委員会 
 日本地震工学会会員に地震工学およびその周辺の学術や技術等に関する情報提供を行

ってコミュニケーションを促進させること、および日本地震工学会の活動を広く一般に

公表するための活動を行う。 
 

以上 


